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(54)【発明の名称】 内視鏡画像処理装置

(57)【要約】
【課題】  撮像素子の画素数等が変化した場合にも、適
切な領域で処理画像を表示可能とした内視鏡画像処理装
置を提供する。
【解決手段】  電子内視鏡２のＣＣＤ２８で撮像された
信号はビデオプロセッサ６内の映像処理ブロック４で処
理された後、画像処理ブロック５の血液情報量に関する
処理を行うＩＨｂ処理ブロック４１等を経てモニタ７側
に出力される。ＩＨｂ処理ブロック４１での処理画像を
擬似カラーで部分表示行う場合には、ＣＣＤ２８の種別
は検出回路３７により検出され、領域設定回路５５によ
り、ＣＣＤ２８の画素数が異なるような場合でも、原画
像の表示領域の中央部に適切な領域で表示可能な構成に
した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  電子内視鏡により被検体の体腔内を撮像
して得られる画像信号を処理する内視鏡画像処理装置に
おいて、
当該内視鏡画像処理装置に接続される電子内視鏡の固有
情報に基づく種別と、該接続される電子内視鏡に設けら
れた撮像素子の種別とのうち少なくともいずれかの種別
を検出する検出手段と、
前記電子内視鏡により得られた画像信号の信号レベルに
基づき、この画像信号に所定の処理を施す画像処理手段
と、
前記検出手段により接続される電子内視鏡の固有情報に
基づいて当該電子内視鏡の種別が検出された場合、前記
電子内視鏡により得られた画像信号により形成される画
像領域に対して検出された当該電子内視鏡の種別に応じ
て前記画像処理手段が処理する第１の領域を設定する領
域設定手段と、
を備えたことを特徴とする内視鏡画像処理装置。
【請求項２】  前記領域設定手段は、前記検出手段で検
出された電子内視鏡の種別あるいは前記撮像素子の種別
に拘らず前記画像処理装置に対して前記画像処理手段が
処理する第２の領域を設定し、
さらに、
前記第１の領域又は前記第２の領域を選択する選択手段
と、
前記選択手段の選択により選択された領域の画像信号に
対して前記画像処理手段が前記所定の処理を行うように
制御する制御手段と、
を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡画像
処理装置。
【請求項３】  電子内視鏡により被検体の体腔内を撮像
して得られる画像信号を処理する内視鏡画像処理装置に
おいて、
当該内視鏡画像処理装置に接続される電子内視鏡に設け
られた撮像素子の種別を検出する検出手段と、
前記電子内視鏡により得られた画像信号の信号レベルに
基づき、この画像信号に所定の処理を施す画像処理手段
と、
前記電子内視鏡により得られた画像信号により形成され
る画像領域に対して前記検出手段により検出された撮像
素子の種別に応じて前記画像処理手段が処理する第１の
領域を設定する領域設定手段と、
を備えたことを特徴とする内視鏡画像処理装置。
【請求項４】  前記領域設定手段は、前記検出された撮
像素子の種別に拘わらず前記画像領域に対して前記画像
処理手段が処理する第２の領域を設定し、
さらに、
前記第１の領域又は前記第２の領域を選択する選択手段
と、
前記選択手段の選択により選択された領域の画像信号に
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対して前記画像処理手段が前記所定の処理を行うように
制御する制御手段と、
を有することを特徴とする請求項３に記載の内視鏡画像
処理装置。
【請求項５】  前記画像処理手段は、血液情報量を算出
する血液情報量算出手段であることを特徴とする請求項
１乃至４に記載の内視鏡画像処理装置。
【請求項６】  前記画像処理手段により処理された前記
第１の領域の画像信号に対応する画像を前記画像領域の
中の前記第１の領域の画像として出力する画像出力手段
とをさらに有することを特徴とする請求項１乃至５に記
載の内視鏡画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は内視鏡の画像信号に
対して画像処理する内視鏡画像処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、内視鏡は医療用分野等において広
く採用されるようになった。また、通常の画像処理を施
すものの他に、被検体における検査対象領域に対して血
液情報量を算出する画像処理を施すようにしたものがあ
る。
【０００３】例えば、特開２００１－３７７１８におい
て、被検体内の正常部位と病変部位との差異を定量的に
表示して、診断し易いようにした画像処理を行う画像処
理装置が開示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この種
の画像処理装置においては、装着される電子内視鏡の種
類が異なり、例えば、当該内視鏡に設けられる固体撮像
素子の画素数が異なるような場合、その画素数に対して
適切な領域で表示をすることは難しかった。すなわち、
実際に使用する電子内視鏡に内蔵された固体撮像素子の
画素数に応じて、表示する領域を設定する作業が必要と
なり、その作業に手間がかかり、そのために診断に時間
がかかってしまう欠点があった。
【０００５】また、血液情報量を算出する画像処理の他
に、他の画象処理が複合した場合、血液情報量を算出す
る画像処理した例えば擬似画像が他の画象処理により所
望とする擬似画像から変化してしまうこともあった。
【０００６】（発明の目的）本発明は、上述した点に鑑
みてなされたもので、装着される内視鏡の種別が異なる
場合、特に当該装着される内視鏡に内蔵された撮像素子
の画素数等が変化した場合にも、適切な領域で所定の画
像処理した画像を表示することができる内視鏡画像処理
装置を提供することを目的とする。
【０００７】また、他の画像処理が複合した場合にも、
所定の画像処理した画像が変化してしまうことを防止で
きる内視鏡画像処理装置を提供することも目的とする。
【０００８】
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【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
めに、本発明の第１の内視鏡画像処理装置は、電子内視
鏡により被検体の体腔内を撮像して得られる画像信号を
処理する内視鏡画像処理装置において、当該内視鏡画像
処理装置に接続される電子内視鏡の固有情報に基づく種
別と、該接続される電子内視鏡に設けられた撮像素子の
種別とのうち少なくともいずれかの種別を検出する検出
手段と、前記電子内視鏡により得られた画像信号の信号
レベルに基づき、この画像信号に所定の処理を施す画像
処理手段と、前記検出手段により接続される電子内視鏡
の固有情報に基づいて当該電子内視鏡の種別が検出され
た場合、前記電子内視鏡により得られた画像信号により
形成される画像領域に対して検出された当該電子内視鏡
の種別に応じて前記画像処理手段が処理する第１の領域
を設定する領域設定手段と、を備えたことを特徴とす
る。
【０００９】また、本発明の第２の内視鏡画像処理装置
は、前記第１の内視鏡画像処理装置において、前記領域
設定手段は、前記検出手段で検出された電子内視鏡の種
別あるいは前記撮像素子の種別に拘らず前記画像処理装
置に対して前記画像処理手段が処理する第２の領域を設
定し、さらに、前記第１の領域又は前記第２の領域を選
択する選択手段と、前記選択手段の選択により選択され
た領域の画像信号に対して前記画像処理手段が前記所定
の処理を行うように制御する制御手段と、を有すること
を特徴とする。
【００１０】また、本発明の第３の内視鏡画像処理装置
は、電子内視鏡により被検体の体腔内を撮像して得られ
る画像信号を処理する内視鏡画像処理装置において、当
該内視鏡画像処理装置に接続される電子内視鏡に設けら
れた撮像素子の種別を検出する検出手段と、前記電子内
視鏡により得られた画像信号の信号レベルに基づき、こ
の画像信号に所定の処理を施す画像処理手段と、前記電
子内視鏡により得られた画像信号により形成される画像
領域に対して前記検出手段により検出された撮像素子の
種別に応じて前記画像処理手段が処理する第１の領域を
設定する領域設定手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】また、本発明の第４の内視鏡画像処理装置
は、前記第３の内視鏡画像処理装置において、前記領域
設定手段は、前記検出された撮像素子の種別に拘わらず
前記画像領域に対して前記画像処理手段が処理する第２
の領域を設定し、さらに、前記第１の領域又は前記第２
の領域を選択する選択手段と、前記選択手段の選択によ
り選択された領域の画像信号に対して前記画像処理手段
が前記所定の処理を行うように制御する制御手段と、を
有することを特徴とする。
【００１２】また、本発明の第５の内視鏡画像処理装置
は、前記第１乃至第４の内視鏡画像処理装置において、
前記画像処理手段は、血液情報量を算出する血液情報量
算出手段であることを特徴とする。
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【００１３】また、本発明の第６の内視鏡画像処理装置
は、前記第１乃至第５の内視鏡画像処理装置において、
前記画像処理手段により処理された前記第１の領域の画
像信号に対応する画像を前記画像領域の中の前記第１の
領域の画像として出力する画像出力手段とをさらに有す
ることを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図１３は本発明の第１
の実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態を備えた
内視鏡装置の全体構成を示し、図２は図１における内部
構成を示し、図３は画像処理ブロック部分の構成を示
し、図４はＩＨｂ処理回路部の構成を示す。ここで、Ｉ
Ｈｂとは血液情報量となる色素量としてのヘモグロビン
量に相関する値である（以下、ＩＨｂと略記）。図５は
モニタに表示される通常画像及び主要な擬似画像の表示
例を示し、図６はＣＣＤのタイプを検出して対応するマ
スク信号を生成する動作を示し、図７は擬似カラー表示
を行う代表的な動作を示し、図８はフリーズの設定メニ
ュー画面例を示し、図９はＩＨｂの設定メニュー画面例
を示し、図１０は擬似カラー部分表示の動作内容を示
し、図１１はＩＨｂをＯＮしてその平均値等を表示する
動作例を示し、図１２は構造強調及び色彩強調を連動等
して行えるようにした説明図を示し、図１３は動画から
静止画にした場合にＩＨｂの平均値が表示されるように
した説明図を示す。
【００１５】図１に示すように、本実施の形態を備えた
内視鏡装置１は撮像手段を備えた電子内視鏡２と、この
電子内視鏡２に照明光を供給する光源部３と、撮像手段
に対して映像信号処理（画像信号処理）する映像信号処
理ブロック４及びこの映像信号処理ブロック４からの出
力信号に対して画像処理する画像処理ブロック５とを内
蔵したビデオプロセッサ６と、このビデオプロセッサ６
から出力される画像信号を表示するモニタ７と、モニタ
７に表示されるモニタ画像（内視鏡画像）を写真撮影す
るモニタ画像撮影装置８と、このビデオプロセッサ７に
接続され、画像処理のＯＮ／ＯＦＦの指示信号を送った
り、患者データの入力等を行うキーボード９とを有す
る。
【００１６】電子内視鏡２は、細長で例えば可動性の挿
入部１１を有し、この挿入部１１の後端に太幅の操作部
１２が連設されている。この操作部１２の後端側側部か
ら可撓性のユニバーサルコード１３が延設され、このユ
ニバーサルコード１３の端部のコネクタ１４はビデオプ
ロセッサ６のコネクタ受け部１５に着脱自在で接続する
ことができる。
【００１７】上記挿入部１１には、先端側から硬性の先
端部１６、この先端部１６に隣接する後端に湾曲自在の
湾曲部１７、可撓性を有する長尺の可撓部１８とが順次
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設けられている。また、操作部１２に設けられた湾曲操
作ノブ１９を回動操作する事によって、湾曲部１７を左
右方向あるいは上下方向に湾曲できるようになってい
る。また、操作部１２には挿入部１１内に設けられた処
置具チャンネルに連通する挿入口２０が設けられてい
る。
【００１８】また、電子内視鏡２の操作部１２の頂部に
はフリーズ指示を行うフリーズスイッチ、レリーズ指示
を行うレリーズスイッチ等のスコープスイッチ１０が設
けてある。そして、スコープスイッチ１０を操作して例
えばフリーズ指示を行うとその指示信号はビデオプロセ
ッサ６内部の制御回路３５（図２参照）に入力され、制
御回路３５はフリーズ画像が表示されるようにメモリ部
３４（のＲ、Ｇ、Ｂメモリ３４ｒ、３４ｇ、３４ｂ）
（図３参照）を制御する。
【００１９】また、キーボード９やビデオプロセッサ６
のフロントパネル５０（図２参照）からもフリーズ指示
操作を行うことにより、ＣＰＵ５１（図２参照）を介し
てその指示信号が制御回路３５に送られ、制御回路３５
は対応する制御を行う。また、レリーズ指示操作を行う
と、フリーズ画像の表示状態にしてモニタ画像撮影装置
８にレリーズ信号を送り、写真撮影を行う。
【００２０】図２に示すように、先端部１６における照
明窓及び観察窓には、照明レンズ２１と対物光学系２２
とがそれぞれ取り付けてある。照明レンズ２１の後端側
には、ファイババンドルからなるライトガイド２３が配
置され、このライトガイド２３は、挿入部１１、操作部
１２、ユニバーサルコード１３内を挿通され、コネクタ
１４に接続されている。
【００２１】そして、このコネクタ１４をビデオプロセ
ッサ６に接続する事により、このビデオプロセッサ６内
の光源部３から出射される照明光が、前記ライトガイド
２３の入射端に入力されるようになっている。光源部３
は、ランプ２４と、このランプ２４の照明光路中に配設
され、モータ２５によって回転される回転フィルタ２６
とを備えている。
【００２２】ランプ２４は、可視光を出射するようにな
っている。回転フィルタ２６には、それぞれ、互いに異
なる波長領域の光を透過する色透過フィルタ２７Ｒ，２
７Ｒ，２７Ｂが周方向に沿って配列されている。この回
転フィルタ２６の色透過フィルタ２７Ｒ，２７Ｇ，２７
Ｂの特性は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の各波長域
の光を通す特性に設定してある。
【００２３】ランプ２４から出射された光は、回転フィ
ルタ２６により、各波長領域に時系列的に分離されて、
ライトガイド２３の入射端に入射されるようになってい
る。この照明光は、ライトガイド２３によって先端部１
６に導かれて先端面の照明窓に取り付けた照明レンズ２
１を通って被検査部位等の被写体をＲ、Ｇ、Ｂの面順次
の照明光で照射できるようになっている。
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【００２４】一方、前記対物光学系２２の結像位置に
は、固体撮像素子として、例えば、電荷結合素子（ＣＣ
Ｄと略記）２８が配設されている。そして、面順次の照
明光によって照明された被写体像が、対物光学系２２に
よってＣＣＤ２８の光電変換面に結像され、このＣＣＤ
２８により電気信号に変換される。このＣＣＤ２８から
光電変換されて出力される画像信号（撮像信号）は、映
像信号処理ブロック４内に入力され、所定の範囲の電気
信号（例えば、０～１ボルト）に増幅するためのアンプ
３１に入力される。
【００２５】このアンプ３１の出力信号は、Ａ／Ｄコン
バータ３２でディジタル信号に変換されて、１入力３出
力のセレクタ３３に入力される。時系列的に送られてく
るＲＧＢ信号は、このセレクタ３３によって、Ｒ，Ｇ，
Ｂの各色信号に分離されて、メモリ部３４に入力され
る。
【００２６】分離されたＲ，Ｇ，Ｂ各色信号は、それぞ
れ、Ｒ，Ｇ，Ｂに対応する（メモリ部３４を構成する）
Ｒ，Ｇ，Ｂメモリ３４ｒ，３４ｇ，３４ｂ（図３，図４
参照。図２では３４ｒ，３４ｇ，３４ｂを省略してい
る）に記憶されるようになっている。
【００２７】なお、Ａ／Ｄコンバータ３２によるＡ／Ｄ
変換や、メモリ部３４のＲ，Ｇ，Ｂメモリ３４ｒ，３４
ｇ，３４ｂへの色信号の記憶（書き込み）及び読み出し
は制御回路３５により制御される。また、制御回路３５
は同期信号発生回路（図２ではＳＳＧと略記）３６に基
準信号を送り、同期信号発生回路３６はそれに同期した
同期信号を発生する。なお、ここでのＲ、Ｇ、Ｂメモリ
３４ｒ，３４ｇ，３４ｂへに書き込みを禁止する状態に
することにより、静止画を表示する状態にすることがで
きる（後述の同時化回路４８でのＲ、Ｇ、Ｂメモリ側で
も可能となる）。
【００２８】また、本実施の形態では、内視鏡固有の識
別情報（図２において符号１２８で示す）を異にする電
子内視鏡２が装着された場合でも、これら異なる種別の
電子内視鏡対して的確な信号処理を行えるようになって
いる。ここで内視鏡固有の情報とは、例えば、画角及び
光学ズーム等の光学的種別情報、用途情報（上部消化管
用あるいは下部消化管用等の用途情報）の他、内設され
るＣＣＤ２８の画素数等の情報である。そして本実施形
態においては、これらの識別情報１２８を、コネクタ、
コネクタ受け部１１４，１１５及び検出回路３７等によ
り検出するようになっている。
【００２９】なお、内視鏡固有識別情報１２８の格納手
段としての最適な例としては、ＲＡＭ、ＲＯＭ等の記憶
手段を用いた例、あるいは抵抗素子等の抵抗値の違い等
に拠り固有情報を区別する例等が考えられる。
【００３０】また、本実施形態は、これら識別情報のう
ち電子内視鏡２に設けられた撮像素子（ＣＣＤ２８）の
画素数等の種別情報を、ＣＣＤ２８に係る信号経路から
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7
直接検出する機能も有する。
【００３１】例えば、検出回路３７は、ＣＣＤ２８から
の信号をその後の増幅部へと導く信号経路上において、
例えばコネクタ１４のピン数等の違いをコネクタ受け部
１５を介して検出することで、ビデオプロセッサ６に実
際に接続された電子内視鏡２に内蔵されている当該ＣＣ
Ｄ２８の画素数等の種別タイプを検出することを可能と
している。すなわち、このコネクタ１４のピン数等の違
いによりＣＣＤ２８の画素数等の種別を判定するように
なっている。
【００３２】なお、ＣＣＤ２８の画素数等の種別を検出
する手段は、ＣＣＤ２８の画素数等の種別に対応するコ
ネクタ１４のピン数等により検出するものに限定される
ものでなく、ＣＣＤ駆動信号を印加して、その出力信号
の波形数から画素数（水平画像数、垂直画像数）を検出
するものでも良い。
【００３３】各メモリ３４ｒ，３４ｇ，３４ｂから読み
出された色信号Ｒ，Ｇ，Ｂは、画像処理ブロック５を構
成する血液情報量となる色素量としてのヘモグロビン量
に相関する値（以下、ＩＨｂと略記）の算出等の処理を
行うＩＨｂ処理ブロック４１に入力される。
【００３４】本実施の形態では、このＩＨｂ処理ブロッ
ク４１は各画素でのＩＨｂの量（値）の算出及びその平
均値算出や各画素でのＩＨｂの値を元に擬似カラー画像
として表示する擬似画像生成処理を行うＩＨｂ処理回路
部４２と、色彩強調を行う色彩強調回路部４３とを備え
た構成となっている。
【００３５】また、本実施の形態ではＩＨｂの擬似カラ
ー画像をフリーズ画像で表示する場合、色ずれの少ない
状態で表示できるように色ずれ検出を行う色ずれ検出ブ
ロック４４も備えている。
【００３６】上記ＩＨｂ処理ブロック４１から出力され
る面順次の信号はγ補正回路４５でγ補正され、さらに
後段画像処理回路４６で構造強調が行われる。その後、
文字重畳回路４７で、患者データや算出されたＩＨｂの
平均値が重畳された後、同時化回路４８で面順次信号か
ら同時化された信号に変換される。同時化回路４８は図
３に示すようにＲ、Ｇ、Ｂメモリを有し、面順次の信号
データを一時Ｒ、Ｇ、Ｂメモリに書き込み、同時に読み
出すことにより、同時化されたＲＧＢ信号を出力する。
【００３７】同時化されたＲＧＢ信号はＤ／Ａ変換部４
９の３つのＤ／Ａコンバータ４９ｒ，４９ｇ，４９ｂ
（図３参照、図２では４９ｒ，４９ｇ，４９ｂを省略）
にそれぞれ入力され、アナログのＲＧＢ信号に変換され
てモニタ７及びモニタ画像撮影装置８に入力される。な
お、同時化回路４８のＲ、Ｇ、Ｂメモリの書き込み及び
読み出しやＤ／Ａ変換部４９のＤ／Ａ変換は制御回路３
５により制御される。
【００３８】なお、モニタ画像撮影装置８は、モニタ７
と同様に画像等を表示する図示しないモニタとそのモニ
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タに表示される画像等を写真撮影で画像記録を行う写真
撮影装置（具体的にはカメラ）とから構成される。
【００３９】そして、ユーザは通常の可視光で照明及び
撮像した通常画像（原画像ともいう）をモニタ７に表示
させたり、ビデオプロセッサ６のフロントパネル５０に
設けたスイッチやキーボード９からの指示操作により、
ＩＨｂ画像の表示の指示等を行うと、その指示信号はＣ
ＰＵ５１に入力され、ＣＰＵ５１は指示信号に対応して
ＩＨｂ処理ブロック４１等の制御を行う。
【００４０】次にＩＨｂ処理ブロック４１の構成を説明
する。図２及び図３に示すようにＲメモリ３４ｒからの
Ｒ信号とＧメモリ３４ｇからのＧ信号とはＩＨｂ処理ブ
ロック４１内のＩＨｂ算出回路５３に入力され、ＩＨｂ
の算出が行われる。そして、ＩＨｂ平均値を算出するＩ
Ｈｂ平均値算出回路５４に出力する。
【００４１】また、検出回路３７により検出されたＣＣ
Ｄタイプの情報は領域設定回路５５に入力され、領域設
定回路５５はＣＣＤタイプの情報に応じて、擬似画像を
表示する場合、適切なサイズで表示するように擬似画像
の表示領域を設定する。また、領域設定回路５５により
設定された領域の情報はＩＨｂ算出回路５３とＩＨｂ平
均値算出回路５４に送られ、その領域においてＩＨｂを
算出する。
【００４２】ＩＨｂ算出回路５３は、具体的には以下の
（１）式の演算を行って、各画素におけるＩＨｂの値を
算出する。
ＩＨｂ＝３２×Ｌｏｇ2（Ｒ／Ｇ）・・・（１）
Ｒ：Ｒ画像のデータ
Ｇ：Ｇ画像のデータ
この式（１）を回路によって実現することは容易であ
り、例えば、入力されるＲ画像のデータとＧ画像のデー
タを図示しない除算器を用いて演算し、その出力結果を
ＲＯＭなどで構成した図示しないＬｏｇ変換テーブルで
変換することで実現できる。また、ＣＰＵなどを用いて
上記（１）式の演算を行っても良い。
【００４３】ＩＨｂ算出回路５３により算出されたＩＨ
ｂはＩＨｂ平均値算出回路５４に出力され、ＩＨｂ平均
値算出回路５４は入力されるＩＨｂに対して、領域設定
回路５５で設定された領域で平均化してＩＨｂ平均値を
算出する。また、このＩＨｂ算出回路５３により算出さ
れたＩＨｂは、擬似画像生成回路５６に入力される。擬
似画像生成回路５６はＩＨｂの値から擬似カラーで表示
する擬似画像を生成し、画像合成を行う画像合成回路５
７に出力する。
【００４４】画像合成回路５７には、擬似画像生成回路
５６で生成された擬似画像データと、Ｒ，Ｇ，Ｂメモリ
３４ｒ，３４ｇ，３４ｂからのＲ，Ｇ，Ｂ画像データと
が入力され、画像合成回路５７は領域設定回路５５から
のマスク信号に基づいて両画像データを合成する処理を
行い、合成した画像データを面順次の信号に変換する面
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順次回路５８に出力する。
【００４５】具体的には画像合成回路５７は、マスク信
号が“０”の期間では、原画像に相当するＲ，Ｇ，Ｂ画
像データを出力し、マスク信号が“１”の期間では、擬
似画像データを出力するようにして合成した画像データ
を後段の面順次回路５８に出力する。面順次回路５８
は、合成された画像データのＲ、Ｇ、Ｂ成分をそれぞれ
面順次で出力する処理を行う。つまり、γ補正回路４５
側には、Ｒ，Ｇ，Ｂ成分の画像データが面順次で出力さ
れる。
【００４６】なお、本実施の形態では、領域設定回路５
７による領域の情報（具体的にはマスク信号）はγ補正
回路４５と後段画像処理回路４６に送られ、後述する第
２の実施の形態で説明するようにユーザの選択によりＣ
ＰＵ５１を介して所定の領域の周囲の原画像部分に対し
てはγ補正や構造強調を行うこともできるようにしてい
る（第１の実施の形態では領域設定回路５７による領域
の情報をγ補正回路４５と後段画像処理回路４６に送る
ことは必ずしも必要ではない）。
【００４７】また、ＩＨｂ平均値算出回路５４で算出さ
れたＩＨｂ平均値は文字重畳回路４７に送られ、モニタ
画面上に算出されたＩＨｂ平均値を表示することができ
るようにしている。この場合にも、ユーザの選択によ
り、ＣＰＵ５１を介して表示／．非表示を選択できるよ
うにしている。
【００４８】また、上記Ｒ，Ｇ，Ｂメモリ３４ｒ，３４
ｇ，３４ｂからのＲ，Ｇ，Ｂ画像データは色彩強調回路
部４３を構成する輝度回路６１に入力され、輝度信号が
生成され、この輝度信号は強調量設定を行う強調量設定
回路６２に入力される。また、この強調量設定回路６２
には強調レベルを設定する強調レベル回路６３で設定さ
れた強調レベルの値も入力される。そして、両回路から
の輝度信号のレベル及び強調レベルから強調量を設定
し、その強調量の信号により強調を行う強調回路６４に
出力する。
【００４９】この強調回路６４には、さらにＲ，Ｇ，Ｂ
メモリ３４ｒ，３４ｇ，３４ｂからのＲ，Ｇ，Ｂ画像デ
ータとＩＨｂ算出回路５３で算出されたＩＨｂとが入力
されると共に、ＩＨｂ平均値算出回路５４で算出された
ＩＨｂ平均値が遅延＆平滑化回路（図２及び図３ではＤ
ＬＹ＆平滑化と略記）６５を介して入力される。
【００５０】強調回路６４は色彩強調してＲ、Ｇ、Ｂ画
像データを画像合成回路５７に出力し、画像合成回路５
７は色彩強調がＯＮされた場合には、原画像の画像デー
タの代わりに色彩強調を行った画像と擬似カラーとを合
成することもできるようにしている。勿論、擬似カラー
がＯＦＦの場合には、強調回路６４から出力される色彩
強調を行った画像のみを出力することもできるし、原画
像と擬似カラーとの合成代わりに原画像と色彩強調を行
った画像とを合成して出力することもできるようにして
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いる。
【００５１】この場合の色彩強調部分の画像はＩＨｂの
値と、その平均値と輝度レベル及び設定される強調レベ
ル等により生成された色彩強調されたＲ，Ｇ，Ｂ画像デ
ータとなる。
【００５２】また、擬似カラーの代わりに原画像と色彩
強調を行った画像とを合成する場合には、擬似カラーが
合成される領域部分に色彩強調を行った画像が合成され
て表示されるようになる。そして、部分表示でなく、全
面表示の設定を行うと、全面に色彩強調を行った画像が
表示されるようになる。
【００５３】図２及び図３に示す遅延＆平滑化回路６５
の詳細な構成を図４に示す。つまり、ＩＨｂ平均値算出
回路５４で算出されたＩＨｂ平均値は、（遅延されるこ
となく）直接平均値平滑化回路６６に入力されると共
に、４つの遅延素子（ＤＬＹと略記）６７で１フィール
ド分、２フィールド分、３フィールド分、４フィールド
分それぞれ遅延されたものが平均値平滑化回路６６に入
力される。
【００５４】そして、このようにして、４つの遅延素子
６７を用いて５フィールド分で平均化されたもので、加
算平均を行ってＩＨｂ平均値を平滑化して強調回路６４
に出力するようにしている。このように複数フィールド
で平滑化することにより、各フィールド毎でＩＨｂ平均
値が大きく変化することを低減化して観察に適した表示
を行えるようにしている。
【００５５】そして、ユーザは通常の可視光で照明及び
撮像した通常画像（原画像ともいう）をモニタ７に表示
させたり、ビデオプロセッサ６のフロントパネル５０に
設けた指示スイッチやキーボード９からの指示操作によ
り、ＩＨｂ画像の表示の指示等を行うと、その指示信号
はＣＰＵ５１に入力され、ＣＰＵ５１は指示信号に対応
してＩＨｂ処理ブロック４１等の制御を行う。
【００５６】この場合、ユーザは、フロントパネル５０
に設けたスイッチやキーボード９からＩＨｂ画像（擬似
画像）の表示のＯＮ／ＯＦＦや色彩強調のＯＮ／ＯＦＦ
の指示を行うと、ＣＰＵ５１はその指示に対応してＯＮ
／ＯＦＦ５１ａの制御を行う。また、強調レベルの設定
指示を行うと、ＣＰＵ５１は強調レベル回路６３による
強調レベルのレベル設定５１ｂの制御を行う。
【００５７】また、Ｒ，Ｇ，Ｂメモリ３４ｒ，３４ｇ，
３４ｂからのＲ，Ｇ，Ｂ画像データは色ずれ検出ブロッ
ク４４の色ずれ検出回路７１に入力され、Ｒ，Ｇ，Ｂ画
像データの相関量等の検出により色ずれ量を検出する。
そして、画像のフリーズ指示がされた場合、色ずれ最小
の画像を検出してその色ずれ最小の画像を検出したフィ
ールドの画像を表示するように制御回路３５に信号を送
り、制御回路３５はメモリ部３４Ｒ，Ｇ，Ｂメモリ３４
ｒ，３４ｇ，３４ｂへの書き込みを禁止状態にして表示
手段としてのモニタ７に表示される画像及びモニタ画像
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11
撮影装置８のモニタに表示される画像を静止画状態にす
る。
【００５８】フリーズする画像の色ずれ量を検出する方
法として、以下の３通りの色ずれ検出方法を適宜に選択
或いは組み合わせて、選択等された方法で色ずれ最小の
画像を検出する。
【００５９】具体的には色ずれ検出回路７１は、間引き
回路７２、ブレ補正回路７３、或いは比較器７４を用い
て色ずれ検出を行うことができるようにしている。
【００６０】色ずれ検索の枚数が多いような場合には、
間引き回路７２により時系列の画像を間引き、間引いた
画像に対して色ずれ検出を行うことにより広範囲の画像
枚数の場合にも対応できる。
【００６１】比較器７４を用いたものは対象となる複数
枚のフィールドの変化量を１回で比較して変化量の少な
い、つまり色ずれ最小の画像を探す多段比較器による方
法（回路規模が大きく、対象の画像枚数に制限がある
が、高速処理が可能で短時間に色ずれ最小の画像を探す
ことができる）や、２個ずつ比較して複数枚から色ずれ
最小となる１枚の画像を探す方法とがある（この場合に
は、回路規模が小さく、対象の画像枚数は多段比較器よ
りも多くとれる特徴があるが、高速処理はできないの
で、色ずれ最小の画像を探すことに時間がかかる）。
【００６２】また、このようにして得られる色ずれ最小
画像に対して、赤画像、緑画像、青画像の表示位置をそ
れぞれについて数画素単位で２次元的にずらし、更に色
ずれ最小とする画像の構築方法、つまりブレ補正があ
り、ブレ補正回路７３はこれを行う。この方法は画像を
ずらすので、画像の端の部分が無効となり、観察画像が
小さくなるが、色ずれを軽減できるメリットがある。
【００６３】これらによる方法を選択或いは組み合わせ
を予めメニューで選択したり、設定条件に応じて切り替
えることができるようにしても良い。図８はフリーズの
メニューの１例を示す。このメニューでは、プリフリー
ズという項目でレベルの数値が表示される。
【００６４】例えばレベルの数値が対象画像枚数に対応
し、例えば最大のレベルである８ならば、前記多段比較
による制限枚数以上となり、従って２個ずつ比較する方
法で行う。それ未満のレベルの場合には、多段比較によ
る制限枚数より少ないので、多段比較により色ずれ検出
を行う。
【００６５】また、図８のブレ補正の項目で、ブレ補正
をＯＮにすると、いずれかの方法で得られた色ずれ最小
画像に対して、ブレ補正によって、より色ずれの少ない
色ずれ最小画像を構築できるようにしている。
【００６６】本実施の形態では、検出回路３７により、
例えば実際に電子内視鏡２に内蔵されたＣＣＤ２８の画
素数等の種別を検出し、検出した種別における画素数に
対応して擬似画像を表示する領域を設定することによ
り、電子内視鏡２の種別が異なるものが接続使用された
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場合にも、自動的に適切なサイズで擬似画像を表示する
ことができるようにしていることが特徴となっている。
【００６７】具体的に説明すると、通常の動作状態で
は、モニタ７の表示面には図５（Ａ）に示すように八角
形の内視鏡画像表示領域７ａに、内視鏡画像が動画で表
示される。また、この内視鏡画像表示領域７ａの左側に
は、患者データ等の他に、ＩＨｂ平均値表示準備の表示
がされる。
【００６８】具体的にはＩＨｂ＝－－－（７ｂで示す）
と表示され、ＩＨｂ平均値を表示する準備がされてい
る。なお、このＩＨｂ平均値表示準備の表示は選択によ
り非表示にすることもできる。なお、ＩＨｂ平均値の値
により、病変部分か健常部分（正常部分）かを診断する
目安となる情報を得ることができる。
【００６９】そして、擬似カラー画像の表示をＯＮする
指示操作を行うと、例えば図５（Ｂ）に示すように内視
鏡画像表示領域７ａの中央部のマスク領域７ｃに擬似カ
ラー画像を表示するようにしている。この場合、ＩＨｂ
平均値表示準備の表示からＩＨｂ平均値の表示（７ｄで
示す）も行えるようにしている。つまり、観察対象部分
の内視鏡画像における関心領域となるその中央部分をの
マスク領域７ｃ内では擬似カラー画像を表示し、その周
囲は原画像を表示するようにしている。
【００７０】また、この場合、内視鏡画像表示領域７ａ
の右側には擬似カラー画像で表示した場合のレンジを示
すカラーバー７ｅが表示される。この場合には、標準
（Ｎｏｒｍ）のレンジの場合で示している。
【００７１】本実施の形態では、図５（Ｂ）に示すよう
に内視鏡画像表示領域７ａの中央部のマスク領域７ｃ部
分のみを擬似カラー画像を表示する場合（つまり、擬似
カラー画像を部分表示する場合）、領域設定回路５５は
図６に示すような作用によってマスク信号を発生して、
画素数等が異なるＣＣＤ２８の場合にも、擬似カラー画
像を適切なサイズで部分表示できるようにしている。
【００７２】つまり、擬似カラー画像の部分表示を行う
場合、領域設定回路５３は検出回路３７からの検出信号
により、図６のステップＳ１に示すように実際に使用さ
れているＣＣＤ２８がタイプ１の種類か否かを判断し、
これに該当すると判断した場合には、ステップＳ２に示
すようにタイプ１用のマスク信号を発生し、このマスク
信号を画像合成回路５７に出力する。
【００７３】タイプ１用のマスク信号は擬似カラー画像
の部分表示を行うタイミングで“１”となり、それ以外
の期間では“０”となる２値のマスク信号を出力し、画
像合成回路５７はこのマスク信号により原画像に擬似カ
ラー画像を部分的にはめ込むような画像合成を行って後
段側に出力する。そして、モニタ７の表示面には図５
（Ｂ）に示すように擬似カラー画像が部分表示される。
【００７４】一方、図６のステップＳ１に該当しない場
合には、ステップＳ３に進み、ＣＣＤ２８がタイプ２の
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ものか否かを判断する。このタイプ２の種類に該当する
と判断した場合には、領域設定回路５３はステップＳ４
に示すようにタイプ２用のマスク信号を発生し、このマ
スク信号を画像合成回路５７に出力する。そして、この
場合にも、図５（Ｂ）とほぼ同じように擬似カラー画像
が部分表示される。
【００７５】一方、ステップＳ３の条件にも該当しない
場合には、ステップＳ５に進み、その他のタイプに応じ
たマスク信号を発生する。このようにして、複数種類の
ＣＣＤ２８の場合にも、（従来例のような画素数等に応
じて領域設定する作業を必要としないで）そのＣＣＤ２
８の画素数等に適切なサイズで擬似カラー画像の部分表
示を行えるようにしている。
【００７６】具体的な例を挙げて説明すると、例えばタ
イプ１のＣＣＤ２８では、その画素数が４００×４００
であり、この場合にはその中央部で２００×２００の画
素領域（つまり１／４のサイズ）で“１”となり、それ
以外の期間では“０”となる２値のマスク信号を発生す
る。また、タイプ２のＣＣＤ２８では、その画素数が８
００×６００であり、この場合にはその中央部で４００
×３００の画素領域（やはり１／４のサイズ）で“１”
となり、それ以外の期間では“０”となる２値のマスク
信号を発生する。従って、タイプ１或いはタイプ２のい
ずれの場合にも、原画像の中央部でその１／４の表示サ
イズで擬似カラー画像の部分表示が行われるようにな
る。
【００７７】また、本実施の形態では、上述した図５
（Ｂ）に示すような擬似カラー画像の部分表示を行うも
のの他に、図５（Ｃ）に示すように画像全体で擬似カラ
ー画像で表示する擬似カラー全面表示（７ｆで示す）を
行う表示モードも備え、ユーザの選択に応じて中央部分
（での一部）表示を選択（ＯＮ）した場合には、図５
（Ｂ）のように部分表示を行い、中央部表示を選択しな
いと、図５（Ｃ）に示すように全面表示を行うようにな
っている。なお、図５（Ｃ）での擬似カラー全面表示７
ｆの表示を図５（Ａ）に示す八角形と同じ領域で表示す
るようにしても良い。
【００７８】以上、装着される内視鏡におけるＣＣＤ２
８の画素数が異なる例について説明したが、本実施形態
はこれに限らず、上述したように他の要素により装着さ
れる内視鏡の種別を判定し、この装着された内視鏡に適
した画像処理を行うよう各条件を設定することも可能で
ある。
【００７９】すなわち、識別情報１２８（図２参照）に
基づいて、画角や光学ズーム等の光学的な要素が異なる
内視鏡が装着されたことが検出された場合、適切なサイ
ズでの部分表示を行うよう各条件を設定する。例えば、
光学ズーム機能を有する内視鏡が装着された場合、撮像
素子から得られる画像は全体的に重要な意味を持つの
で、部分表示のサイズを大きくするよう設定し、一方で
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光学ズーム機能を備えない内視鏡が装着された場合に
は、当該サイズを小さくするよう設定する。
【００８０】また、胃観察等に用いる上部消化管用内視
鏡と異なり、大腸観察等に用いる下部消化管用内視鏡が
装着された場合、管腔が多く比較的暗い部位を観察する
ため、的確な画像処理を行い得るように表示サイズを大
きくするように設定する。
【００８１】次にこの内視鏡装置１を動作状態に設定し
て、ＩＨｂ分布の擬似カラー表示等を行う作用を図７を
参照して説明する。内視鏡装置１の電源を投入して動作
状態に設定すると、ビデオプロセッサ６内のＣＰＵ５１
はキーボード９等からの指示入力を監視しており、ステ
ップＳ１１に示すように擬似カラーがＯＮの指示入力が
されたか否かを判断する。
【００８２】そして、擬似カラーがＯＮにされていない
と、ステップＳ１２の原画像表示を行う。例えば、図５
（Ａ）に示すような状態で、モニタ７の表示面に内視鏡
画像を動画で表示する。
【００８３】なお、本実施の形態では、原画像表示の場
合には、後段画像処理回路４６の構造強調をＯＮにして
構造強調された画像を表示するようにしている。また、
後述するように擬似カラー表示する場合には、自動的に
構造強調をＯＦＦに設定して、擬似カラー表示の色調等
が変化してしまわないようにしている。
【００８４】このため、一旦、擬似カラー表示にされた
後に、擬似カラーＯＦＦにされた場合にはステップＳ２
では擬似カラー画像時の構造強調ＯＦＦ処理を解除し、
構造強調ＯＮの状態で原画像を表示するようになる。
【００８５】一方、ステップＳ１で擬似カラーＯＮと判
断された場合には、ＣＰＵ５１はステップＳ１３のレン
ジチェックを行う。つまり、擬似カラーで表示する場合
の色割り当てをノーマル（Ｎｏｒｍａｌ）とワイド（Ｗ
ｉｄｅ）かの判断を行う。そして、ノーマル或いはワイ
ドに該当する色割り当てのカラーバーの表示の指示制御
を行う。そして、ステップＳ１４の中央表示がＯＮにさ
れているか（中央表示が選択されているか）の判断を行
う。
【００８６】中央表示が選択されている場合には、ＣＰ
Ｕ５１は領域設定回路５５に対して領域設定の信号を画
像合成回路５７に出力するように制御する。そして、擬
似画像生成回路５６による擬似画像は画像合成回路５７
により原画像と合成してステップＳ１５に示すように擬
似カラー部分表示の処理を行い、ステップＳ１７に進
む。例えば図５（Ｂ）に示すように内視鏡画像表示領域
７ａの原画像の中央部に擬似カラー画像を部分表示す
る。その右側にはカラーバーが表示される。
【００８７】一方、中央表示が選択されていない場合に
は、ステップＳ１６に示すように擬似カラー全面表示の
処理を行い、ステップＳ１７に進む。例えば図５（Ｃ）
に示すように内視鏡画像表示領域７ａの全体とほぼ同じ
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サイズで（上述のように図５（Ｃ）の場合では、正方形
にしているが、その４隅を切り欠いた内視鏡画像表示領
域７ａのように八角形で表示しても良い）、擬似カラー
画像を全面表示する。その右側にはカラーバーが表示さ
れる。
【００８８】図９はＩＨｂ設定のメニュー画面を示す。
この図９のようにＩＨｂに介しては、ＩＨｂの表示を行
う領域（エリア）の設定項目と、ＩＨｂの擬似カラー表
示を行う場合の色を割り当てるレンジの項目と、通常の
動画表示時にＩＨｂ平均値を表示するか否かの項目とが
あり、図９の場合ではＩＨｂ（表示）エリアをＡｌｌの
全画面、レンジをＮｏｒｍａｌ、平均値表示をＯＦＦの
場合で示している。
【００８９】擬似カラー部分表示或いは全面表示の処理
の後、ステップＳ１７では後段画像処理回路４６での構
造強調がＯＮか否かの判断を行う。そして、ＯＮにされ
ている場合には、構造強調をＯＦＦにしてステップＳ１
１に戻る。一方、構造強調がＯＮにされていない場合に
は、構造強調をＯＦＦのままにしてステップＳ１１に戻
る。
【００９０】このように、擬似カラー部分表示或いは全
面表示の場合には構造強調を自動的にＯＦＦにする処理
をして、擬似カラー部分表示或いは全面表示を行うよう
にしているので、ＩＨｂによる擬似カラー表示を行った
場合、構造強調によりその擬似カラー表示が変化してし
まうことを有効に防止できる。
【００９１】上記ステップＳ１５の擬似カラー部分表示
の処理の詳細を図１０に示す。擬似カラー部分表示の処
理が開始すると、ステップＳ２１に示すようにマスク信
号が“１”か否かの判断を行う。そして、これに該当す
る場合には、ステップＳ２２に示すように擬似カラー表
示を行う。但し、後段側での画像処理、具体的にはγ補
正をＯＦＦにした状態での擬似カラー表示を行う。つま
り、図５（Ｂ）に示すように内視鏡画像表示領域７ａの
中央部に擬似カラー表示を行う。
【００９２】一方、マスク信号が“１”でない部分（期
間）では、ステップＳ２３に示すように原画像を表示す
る。この場合、後段側での画像処理、具体的にはγ補正
をＯＮにした状態での原画像表示を行う。つまり、図５
（Ｂ）に示すように内視鏡画像表示領域７ａの中央部を
除く周辺部に原画像表示を行う。
【００９３】次に図１１を参照してＩＨｂの平均値表示
の作用を説明する。ステップＳ３１に示すようにＣＰＵ
５１は擬似カラーがＯＮにされているかの判断を行い、
ＯＮにされている場合には、ステップＳ３２に示すよう
に擬似カラー表示を静止画にし、その静止画でＩＨｂの
平均値を算出して、その平均値表示を“ＩＨｂ＝５０”
のように表示する。ここで、５０は擬似カラーの静止画
で算出したＩＨｂの平均値を示す。つまり、この場合は
擬似カラーＯＮと静止画表示を連動した動作例の場合で
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示している。また、静止画表示を連動しなければ、動画
の擬似カラー表示において、ＩＨｂの平均値を表示する
こととなる。
【００９４】一方、擬似カラーがＯＮでないとステップ
Ｓ３３に進み、平均値表示がＯＮか否かの判断を行う。
そして、平均値表示がＯＮにされている場合には、ステ
ップＳ３４に示すように原画の動画で平均値表示準備を
する。具体的には“ＩＨｂ＝－－－”のようにＩＨｂの
数値は表示しない状態の準備段階で表示する。また、擬
似カラーがＯＮの場合でも、平均値表示がＯＦＦなら
ば、平均値を表示しないことにしても良い。
【００９５】そして、次のステップＳ３５でフリーズが
ＯＮかの判断を行い、フリーズがＯＮされた場合には、
ＩＨｂの算出処理を行い、“ＩＨｂ＝５０”のように表
示し、逆にフリーズされていない場合にはステップＳ３
４に戻る。一方、ステップＳ３３の判断において、平均
値表示がＯＮでない場合にはステップＳ３７に進み、原
画の動画で平均値表示を行わない（平均値表示を行わな
い原画の動画表示となる）。
【００９６】また、本実施の形態では、フロントパネル
５１に設けた構造強調のスイッチと色彩強調のスイッチ
とを連動して行えるようにした連動モードを備えてい
る。
【００９７】具体的には、図１２（Ａ）に示すように構
造強調スイッチ８１と色彩強調スイッチ８２を操作する
ことにより構造と色彩の強調を切（る）、弱（くす
る）、強（くする）を設定することができる。
【００９８】それぞれの設定が面倒と思う場合には、主
要なレベルを連動させて強調を行えるように図１２
（Ｂ）に示すような操作切り替えメニューが用意されて
いる。そして、スイッチ操作を独立から連動を選択する
と、構造強調スイッチ８１と色彩強調スイッチ８２とが
連動する状態となる。
【００９９】この状態では、構造強調スイッチ８１と色
彩強調スイッチ８２の一方を操作すると、他方も連動し
て変化するようになる。こうように本実施の形態ではス
イッチ操作を連動させるモードを選択することにより、
構造強調や色彩強調の主要なレベルの選択やＯＦＦ等を
簡単に行うことができるようにしている。
【０１００】本実施の形態によれば、以下の効果があ
る。
【０１０１】電子内視鏡２の種別が異なるものを採用し
た場合においても、内蔵されたＣＣＤ２８の種別を検出
することにより、ＩＨｂの値に応じて擬似カラーで画像
化して表示する場合、その擬似カラー表示する領域を通
常が画像表示領域の中央部で適切な表示サイズ、具体的
には略１／４のサイズで表示するようにしているので、
術者が表示サイズを調整する手間をかけることなく、原
画像の中央部にＩＨｂの擬似カラー画像を表示できる。
【０１０２】従って、その擬似カラー画像により、被検
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体内の正常部位と病変部位との差異を定量的に判断可能
とし、観察を容易とした画像処理装置及び内視鏡装置を
実現できる。
【０１０３】また、本実施の形態によれば、原画像の中
央部に適切な表示サイズでＩＨｂの擬似カラー画像を表
示する場合の他に、全面表示でＩＨｂの擬似カラー画像
を表示することもできる。つまり、術者が広い部分に対
してＩＨｂの擬似カラー画像を表示することを望む場合
にも対応できるようにしている。
【０１０４】また、本実施の形態では、ＩＨｂの擬似カ
ラー画像を表示する指示操作を行った場合には、静止画
となり、静止画でＩＨｂの擬似カラー画像を表示するよ
うになるので、ＩＨｂの擬似カラー画像が変化しないの
で診断し易い。
【０１０５】また、本実施の形態では、ＩＨｂの擬似カ
ラー画像を表示するようにした場合には、後段側での構
造強調が自動的にＯＦＦとなるようにしているので、Ｉ
Ｈｂの擬似カラー画像を表示した場合、その擬似カラー
画像が構造強調により変化してしまうことを防止でき
る。
【０１０６】また、擬似カラー画像の表示をＯＦＦにし
た場合には、構造強調をＯＮに復帰させるようにしてい
るので、ユーザは構造強調をＯＮにする作業をしなくて
も済み、使い勝手の良い装置を実現でき、操作性を向上
できる。
【０１０７】また、色彩強調を行って表示させることも
できるので、強調レベルにより色つぶれやハレーション
の増大を抑制したり、ノイズを抑制するなどして、動画
観察に支障のない自然な強調画像をえることができる。
また、ユーザの選択により構造強調と色彩強調とを連動
させたり、独立させたりができるようにしているので、
使い勝手の良い内視鏡装置を実現できる。
【０１０８】なお、上述の説明では、擬似カラーの部分
表示を行う場合、内視鏡画像表示領域７ａの中央部に略
１／４の画面サイズで表示するようにしているが、例え
ばキーボード９等から表示位置及び画面サイズを変更設
定することができるようにしても良い。また、キーボー
ド９等から、フリーズした静止画からフリーズ画像選択
として、メモリ内の他の静止画に変更し、その静止画に
対して擬似カラーの部分表示を行ったり行わなかったり
してもよい。
【０１０９】また、後段画像処理回路４６では構造強調
を行う場合で説明したが電子ズーム等の処理を行えるよ
うにしても良い。
【０１１０】また、上述の説明では、動画の場合には、
図５（Ａ）のような表示であると説明したが、ユーザの
選択により、図１３（Ａ）に示すようにＩＨｂの準備表
示を行わないようにしても良い。また静止画にした場合
には、それに連動して図１３（Ｂ）に示すようにＩＨｂ
の表示を行うようにしても良い。
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【０１１１】上述の第１の実施の形態では、擬似画像生
成回路５６で生成した擬似画像を面順次回路５８で面順
次信号に変換して後段側に出力するように説明したが、
図３の実線で示すＩＨｂ処理ブロック４１内部でなく、
この図３の２点鎖線で示すように同時化回路４８内に擬
似画像生成回路５６を設け、擬似カラー画像を生成する
ようにしても良い。このような構成にすると、擬似カラ
ー画像の色ずれの発生を低減化することができる。
【０１１２】（第２の実施の形態）次に本発明の第２の
実施の形態を図１４を参照して説明する。第１の実施の
形態では擬似カラーの部分表示或いは全面表示の場合、
後段側での構造強調を自動的にＯＦＦにする処理を行う
ようにしたが、本実施の形態では擬似カラーの部分表示
の場合には、図１４に示すように、後段画像処理回路４
６で、周辺の原画像部分に対しては構造強調をＯＮにす
るものである。
【０１１３】つまり、図１４に示すように擬似カラーの
部分表示を行う場合、（図１０で示したように）ステッ
プＳ２１に示すようにマスク信号が“１”か否かの判断
を行う。そして、これに該当する場合には、ステップＳ
２２に示すように擬似カラー表示を行う。そして、次の
ステップＳ２４で後段画像処理回路４６での構造強調を
ＯＦＦにする。
【０１１４】一方、マスク信号が“１”でない部分（期
間）では、ステップＳ２３に示すように原画像を表示す
る。さらに次のステップＳ２５では後段画像処理回路４
６での構造強調をＯＮにする。つまり、周辺の原画像部
分に対しては構造強調をＯＮにするものである。
【０１１５】本実施の形態によれば、擬似カラー表示部
分に対しては、構造強調を行わないので、第１の実施の
形態と同様に、その擬似カラー表示部分が構造強調によ
り表示色調が変動することを防止できると共に、原画像
に対しては構造強調を行ってその構造をより明確化して
表示することができる。
【０１１６】なお、図１４に示す処理の他に図１５に示
す変形例のようにしても良い。つまり図１４のステップ
Ｓ２３の処理の後、図１５のステップＳ４１に示すよう
に構造強調がＯＮか否かの判断を行い、ＯＮの場合には
ステップＳ４２に示すように原画像部分に対して構造強
調を行い、ＯＦＦの場合にはステップＳ４３に示すよう
に構造強調を行わないようにしても良い。
【０１１７】この場合には、ユーザの選択に応じた原画
像部分の表示ができる。つまり、選択枝を広げることが
できる。なお、擬似カラー部分に対しても図１５に示す
ように構造強調を選択できるようにして、選択結果に応
じて構造強調をＯＮ或いはＯＦＦにできるようにしても
良い。
【０１１８】また、上述の説明では、後段画像処理回路
４６による構造強調の場合で説明したが、γ補正回路４
５によるγ補正に対しても同様にＯＮ／ＯＦＦの処理を
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行うようにしても良い。つまり、第１の実施の形態の場
合に適用した場合には、擬似カラー表示部分の指示と共
に、γ補正をＯＦＦにし、原画像の表示に連動してγ補
正をＯＮに復帰させる。
【０１１９】また、第２の実施の形態における図１４の
場合に対しては、擬似カラー画像の表示部分に対しては
γ補正をＯＦＦ、原画像部分に対してはＯＮにする。ま
た、図１５の場合に対してはγ補正のＯＮ／ＯＦＦの設
定に応じてγ補正のＯＮ／ＯＦＦを行う。
【０１２０】また、本実施の形態では、色彩強調をＯＮ
にした場合、強調レベルがあるレベル以上とそれ未満の
時とで、輝度レベルにより強調量を変更できるようにし
ている。
【０１２１】図１６はこの様子を示す。図１６は輝度レ
ベルが高い場合における本実施の形態での色彩強調の様
子と、比較のために従来例の場合も示す。図１６に示す
ように、従来例では輝度が高い場合には、その色彩強調
レベルが（低い場合はもとより）高く設定されても色彩
強調を行わないように抑制する。これに対し、本実施の
形態では色彩強調レベルが高く設定されている場合に
は、輝度が高い場合でもその色彩強調レベルを低く変更
して色彩強調を行うようにしている。
【０１２２】なお、色彩強調レベルが低く設定してある
場合には、従来例と同様に色彩強調を行わない。また、
本実施の形態では動画の表示状態でも、ユーザの選択に
より図１７に示すようにモニタにはＩＨｂを表示できる
ようにもして選択枝を拡大した。このように本実施の形
態では、第１の実施の形態とほぼ同様の効果を有すると
共に、更にユーザの望む選択に対応した処理を行える効
果がある。
【０１２３】なお、上述の説明では、固体撮像素子を内
蔵した内視鏡としては、挿入部の先端部等にＣＣＤ２８
等を内蔵したものに限定されるものでなく、光学式内視
鏡の接眼部にＣＣＤ２８等を内蔵したテレビカメラを装
着したテレビカメラ装着内視鏡による電子式内視鏡でも
良い。
【０１２４】また、上述の実施の形態では、肉眼で観察
したものと同様に表示できるように通常の画像処理（映
像処理）を行う通常画像処理装置（具体的にはビデオプ
ロセッサ）の内部に、血流量に関する所定の画像処理を
行う画像処理装置を設けた場合で説明したが、通常画像
処理装置と別体の構成にしても良い。
【０１２５】また、上述の説明では、ＣＣＤ２８の画素
数等の種別を検出するようにしていたが、画像処理装置
に入力される画像データの画素サイズを検出して、その
検出結果に応じて適切な表示サイズとなるように画像処
理装置による処理画像の表示領域を設定するようにして
も良い。なお、上述した各実施の形態等を部分的等で組
み合わせたものも本発明に属する。
【０１２６】［付記］０．電子内視鏡により被検体の体
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腔内を撮像して得られる画像信号を処理する内視鏡画像
処理装置において、当該内視鏡画像処理装置に接続され
る電子内視鏡の固有情報に基づく種別と、該接続される
電子内視鏡に設けられた撮像素子の種別とのうち少なく
ともいずれかの種別を検出する検出手段と、前記電子内
視鏡により得られた画像信号の信号レベルに基づき、こ
の画像信号に所定の処理を施す画像処理手段と、前記検
出手段により接続される電子内視鏡の固有情報に基づい
て当該電子内視鏡の種別が検出された場合、前記電子内
視鏡により得られた画像信号により形成される画像領域
に対して検出された当該電子内視鏡の種別に応じて前記
画像処理手段が処理する第１の領域を設定する領域設定
手段と、を備え、前記画像処理手段は、色彩強調を行っ
た画像を生成する色彩強調画像生成手段を含む。
【０１２７】１．被検体内を撮像した内視鏡画像の信号
を生成する内視鏡画像処理装置において、内視鏡画像の
信号レベルに基づき、前記被検体における血液情報量に
関する所定の画像処理を行う画像処理手段と、当該内視
鏡画像処理装置に接続される電子内視鏡の固有情報に基
づく種別と、該接続される電子内視鏡に設けられた撮像
素子の種別とのうち少なくともいずれかの種別を検出す
る検出手段と、前記検出手段により検出された撮像素子
種別に応じて、前記画像処理手段で処理された処理画像
が表示される所定領域を設定する領域設定手段と、を備
えた内視鏡画像処理装置。
【０１２８】１′．付記１において、前記画像処理手段
は血液情報量を算出する血液情報量算出手段である。
２．付記１において、さらに後段側で前記血液情報量に
関する所定の画像処理とは異なる第２の画像処理を行う
第２の画像処理手段を有する。
３．付記２において、少なくとも前記所定の画像処理が
施された処理画像が表示される場合、その表示される前
記処理画像部分に対しては前記第２の画像処理手段によ
る画像処理をＯＦＦにする制御手段を有する。
【０１２９】４．付記３において、前記第２の画像処理
手段は構造強調である。
５．付記３において、前記第２の画像処理手段はγ補正
である。
６．付記３において、前記所定の画像処理が施された処
理部分以外では、前記第２の画像処理手段による画像処
理をＯＮ／ＯＦＦを選択可能である。
【０１３０】（付記３～６の背景）特開２００１－３７
７１８において、被検体内の正常部位と病変部位との差
異を定量的な表示をする方法について、容易に可能とす
る画像診断装置が示されている。また、血液情報量（Ｉ
Ｈｂ）に関する所定の画像処理を行い擬似カラー表示し
た場合、後段側で別の画像処理、例えば構造強調を行う
と、割り当てた色以外の色が発生し、ＩＨｂの擬似カラ
ー表示を変化させてしまい、不適切な画像になってしま
う。そこで、適切な観察画像が得られるようにすること
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を目的として、付記３～６の構成にした。
【０１３１】７．付記１において、さらに前記処理画像
における平均値処理した平均値を表示する平均値表示手
段を有する。
８．付記７において、前記平均値を複数フィールドで平
滑化する平滑化手段を有する。
【０１３２】（付記８の背景）特開平６－３３５４５１
では、ＩＨｂを利用した画像強調について述べられてい
る。この場合、画像に色ズレや、輝度変化があるとき
に、毎フィールド計算するＩＨｂ平均値は、大きく変化
することがある。その場合、ＩＨｂ平均値をベースとす
る強調画像が著しく影響を受け、観察には不適当な場合
があった。そこで、観察に適切な表示が行えるようにす
ることを目的として付記８の構成にした。
【０１３３】９．付記１において、前記内視鏡画像及び
前記処理画像を表示手段に静止画で表示するフリーズ指
示を行うフリーズ指示手段を有する。
１０．付記９において、前記フリーズ指示手段のフリー
ズ指示に連動して、前記処理画像を表示する。
１１．付記１において、さらに色彩強調を行う色彩強調
手段を有する。
１２．付記１１において、前記色彩強調手段は輝度レベ
ルを検出する輝度検出手段と、強調レベルを設定する強
調レベル設定手段を有し、強調レベルがあるレベル以上
とそれ未満のときで、輝度検出手段による強調量設定手
段による強調レベルの制限を変更する。
【０１３４】（付記１２の背景）従来例として特開平１
０－２１０３２４において、ＩＨｂを利用した強調画像
（色彩強調）として、「色つぶれやハレーションの増
大、ノイズの強調などを抑え、動画観察に支障のない自
然な強調画像を得ることを可能とする。」技術が明示さ
れている。しかしながら、画像の輝度が高くなった場
合、ハレーションの増大を抑えるために、強調レベルに
かかわらず、一様に強調が抑制されてしまった。この欠
点を解消（緩和）することを目的として、付記１２の構
成にした。
【０１３５】１３．付記１１において、更に前記所定の
画像処理とは異なる第２の画像処理を行う第２の画像処
理手段が設けられ、前記第２の画像処理手段と色彩強調
手段には、それぞれ強調レベル入力手段があり、それぞ
れを独立、ないしは、連動する操作ＳＷを有する。
【０１３６】１４．付記１１において、色彩強調手段は
血液情報量及び輝度レベルから強調する色彩を変更す
る。
１５．付記７において、前記平均値の表示のＯＮ／ＯＦ
Ｆを選択可能である。
１６．付記１において、前記処理画像の表示の指示に、
静止画の表示指示を連動させる。
【０１３７】１７．付記１において、前記処理画像の表
示の指示に、前記処理画像の平均値の表示指示を連動又*
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*は平均値の表示／非表示の設定を反映させる。
１８．付記９において、色ずれ検出手段を有する。
１９．付記１８において、色ずれ検出手段は色ずれ検索
範囲に応じて画像を間引く、間引き方式、ブレ補正をす
るブレ補正、複数画像の信号レベルを比較する比較の組
み合わせ或いは選択で色ずれ最小の画像を検出する。
【０１３８】２０．付記１において、前記画像処理手段
の後に面順次手段を有し、フィールド毎に計算される算
出値を面順次化し、後段に設けた擬似画像データ生成手
段にて擬似画像データを生成して、画像化する。２１．
付記３において、前記処理画像の表示が解除された場合
には、前記第２の画像処理手段の動作をＯＮにする。
【０１３９】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、装
着される内視鏡の種別が異なる場合、特に当該装着され
る内視鏡に内蔵された撮像素子の画素数等が変化した場
合にも、適切な領域で所定の画像処理した画像を表示す
ることができる内視鏡画像処理装置を提供することがで
きる。
【０１４０】また、他の画像処理が複合した場合にも、
所定の画像処理した画像が変化してしまうことを防止で
きる内視鏡画像処理装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を備えた内視鏡装置
の全体構成図。
【図２】図１における内部構成を示すブロック図。
【図３】画像処理ブロック部分の構成を示すブロック
図。
【図４】ＩＨｂ処理回路部の構成を示すブロック図。
【図５】モニタに表示される通常画像及び主要な擬似画
像の表示例を示す図。
【図６】ＣＣＤのタイプを検出して対応するマスク信号
を生成する動作を示すフローチャ－ト図。
【図７】擬似カラー表示を行う代表的な動作を示すフロ
ーチャ－ト図。
【図８】フリーズの設定メニュー画面例を示す図。
【図９】ＩＨｂの設定メニュー画面例を示す図。
【図１０】擬似カラー部分表示の動作内容を示すフロー
チャ－ト図。
【図１１】ＩＨｂをＯＮしてその平均値等を表示する動
作例を示すフローチャ－ト図。
【図１２】構造強調及び色彩強調を連動等して行えるよ
うにした説明図。
【図１３】動画から静止画にした場合にＩＨｂの平均値
が表示されるようにした説明図。
【図１４】本発明の第２の実施の形態における擬似カラ
ー部分表示等の動作例を示すフローチャ－ト図。
【図１５】変形例における擬似カラー部分表示等の動作
例を示すフローチャ－ト図。
【図１６】従来例と比較して色彩強調を行う場合の動作
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説明図。
【図１７】動画表示の場合にもＩＨｂ平均値を表示する
ようにした画面を示す図。
【符号の説明】
１…内視鏡装置
２…電子内視鏡
３…光源部
４…映像処理ブロック
５…画像処理ブロック
６…ビデオプロセッサ
７…モニタ
８…モニタ画像撮影装置
９…キーボード
１０…スコープスイッチ
１１…挿入部
１４…コネクタ
２４…ランプ
２８…ＣＣＤ *

24
*３４…メモリ部
３５…制御回路
３７…検出回路
４１…ＩＨｂ処理ブロック
４２…ＩＨｂ処理回路部
４３…色彩強調回路部
４４…色ずれ検出ブロック
４５…γ補正回路
４６…後段画像処理回路
４８…同時化回路
５１…ＣＰＵ
５３…ＩＨｂ算出回路
５４…ＩＨｂ平均値算出回路
５５…領域設定回路
５６…擬似画像生成回路
５７…画像合成回路
６４…強調回路
７１…色ずれ検出回路

【図１】 【図４】

【図８】
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【図２】

【図３】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
【図１４】

【図１５】



(17) 特開２００３－３３４１６３

【図１６】 【図１７】
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